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保健医療大学の機能強化に向けた調査検討事業業務委託仕様書 
 

１ 業務名 

保健医療大学の機能強化に向けた調査検討事業業務委託 

 

２ 目的 

千葉県（以下「甲」という。）では、保健医療に関わる優れた専門的知識及び技術を

教授研究し、高い倫理観と豊かな人間性を備え、地域社会に貢献し、保健医療の国際化

に対応できる人材を育成するとともに、研究成果を地域に還元することにより、県民の

保健医療の向上に寄与することを目的として、千葉県立保健医療大学（以下「保医大」

という。）を平成２１年４月に開学した。 
保医大では、これまで多くの保健医療関係従事者を県内に輩出してきているが、昨今

の保健医療を取り巻く環境変化に対応した人材育成や、施設・設備の老朽化への対応が

急務となっている。 
本業務は、今後も保医大が本県の保健医療の向上に貢献し続けるために、将来を見据

えた機能強化に向けた調査検討を行い、もって今後のあり方検討の基礎資料を得ること

を目的とする。 
 

３ 委託期間 

  契約の日から令和７年３月２１日（金）まで 

 

４ 業務の概要 

（１）総則 

   受託者（以下「乙」という。）は、上記２に記載した目的を理解した上で、業務に

あたるものとする。 

   また、乙は、県内外の保健医療及び大学等高等教育を取り巻く環境や、関連する法

令・制度、国の通知等について、常に十分な把握に努めなければならない。 

（２）業務内容 
ア 調査検討の実施 

現状分析や同種他事例の調査、既存制度の研究等により、以下の各項目について調

査検討を行う。 
なお、調査検討にあたっては、県内の高校生、県内の医療機関従事者、県内自治体

等の保健医療従事者、県内医療機関等の事業者へのアンケート調査を実施すること。

アンケート調査の手法や対象者数等具体的な実施内容については、甲の提案をもとに

甲乙協議の上決定する。 
 

  ① 保医大が養成すべき人材像に関する調査検討 
以下の項目について調査検討を行う。 

(ｱ)我が国及び本県の保健医療を取り巻く環境の分析、将来像の考察 
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(ｲ)大学及び大学院（県内外及び国公私立問わず）を取り巻く環境の分析、将来像の

考察 
(ｳ)公立大学を取り巻く環境の分析、将来像の考察（直営/公立大学法人についての分

析・考察を含む） 
(ｴ)保医大の現状の整理（受験者志願状況、定員充足状況、国家試験合格状況、卒業

後の進路、運営体制、施設・設備の概況、強み・課題等）  
(ｵ)保医大の学部・学科及び大学院で養成すべき人材像（保健医療従事者、研究者、

教員等）の検討（既存学部・学科以外の新たな保健医療領域（例：ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾍﾙｽ・ﾃﾞ

ｰﾀｻｲｴﾝｽ、公衆衛生等）を含む） 
  
② 教育内容と必要な組織等に関する調査検討 
②－１ 学部・学科の構成や教育内容に関する調査検討 
①の調査検討結果を踏まえ、以下の項目について調査検討を行ったうえで、学部・

学科の構成について複数案を提案する。 
(ｱ)養成すべき人材像等を踏まえた既存学部・学科の定員、教育内容等の検討 
(ｲ)新たな保健医療領域に関する学部・学科の必要性の検討 
(ｳ)今後の学生・教員の確保見通し、確保施策の検討 
(ｴ)卒業後の進路の見通し、事業者の採用ニーズ等の検討 
(ｵ)上記(ｱ)～(ｴ)に関する他大学の取組の好事例の紹介 
(ｶ)上記(ｱ)～(ｵ)を踏まえた保医大の学部・学科の構成や教育内容の提案（複数案）、

必要な事務局体制や教員数（各案につき） 
②－２ 大学院の設置可能性に関する調査検討 
①の調査検討結果を踏まえ、以下の項目について調査検討を行ったうえで、大学

院の構成について複数案を提案する。 
(ｱ)養成すべき人材像等を踏まえた、大学院の必要性の検討 
(ｲ)大学院に必要な課程（研究科及び修士・博士課程の別）や機能（研修、研究、教

員養成）等の検討（既存学部・学科以外の新たな保健医療領域（例：ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾍﾙｽ・

ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ、公衆衛生等）を含む） 
(ｳ)大学院の設置ニーズに関する調査検討（進学ニーズ・採用ニーズ等） 
(ｴ)大学院の特色の検討 
(ｵ)大学院修了後の進路に関する調査検討 
(ｶ)今後の院生・教員の確保見通し、確保施策の検討（例：夜間・通信制・長期履修

制度の導入、修学資金制度の創設、社会人選抜の実施等） 
(ｷ)上記(ｱ)～(ｶ)に関する他大学の取組の好事例の紹介 
(ｸ)上記(ｱ)～(ｷ)を踏まえた大学院の設置に関する提案（複数案）、設置に必要な事務

局体制や教員数（各案につき） 
②－３ その他必要な機能強化に関する調査検討 
①の調査検討結果を踏まえ、以下の項目について調査検討を行ったうえで、その

他必要な機能について提案する。 
(ｱ)機能強化に必要な付随的機能の検討（例：ﾒﾃﾞｨｱｾﾝﾀｰ、食堂・売店、寮、ｼｽﾃﾑな



 

- 3 - 
 

ど） 
(ｲ)その他機能強化が必要な領域及び機能強化施策の検討（例：ｼﾝｸﾀﾝｸ機能、地域貢

献機能、DX への対応、STEAM 教育、SDGs の取組、他大学や自治体等との連

携、卒業生の県内定着への取組、修学支援施策等） 
(ｳ)事務局の最適な運営手法（外部委託を含む）の検討 
(ｴ)学内ネットワーク・システムの最適な管理手法の検討 
(ｵ)上記(ｱ)～(ｴ)に関する他大学の取組の好事例の紹介 
(ｶ)上記(ｱ)～(ｵ)を踏まえた方向性の提案、必要な事務局体制や教員数 

 
③ 立地及び施設・設備、運営主体に関する調査検討 
③－１ キャンパス立地の検証 
以下の項目について調査検討を行う。 

(ｱ)２キャンパス維持、１キャンパス統合（幕張、仁戸名）、その他（例：学部は幕

張・大学院は仁戸名等）の比較検証（各ﾊﾟﾀｰﾝについて、運営費用や施設更新費用、

学生・教員確保等幅広い観点から検討） 
(ｲ)キャンパス立地に伴う他機関との連携（例：学生の実習先病院の確保、教員の研

究ﾌｨｰﾙﾄﾞ、地域貢献等）の検討 
(ｳ)地域振興の観点からの分析 
(ｴ)他大学の同種事案（複数キャンパスの統合等に関する事案）の調査検討 
③－２ 施設・設備の整備に関する調査検討 
以下の項目について調査検討を行う。 
なお、施設の更新の検討にあたっては、現状のキャンパスの状況を踏まえること

とし、大規模改修・建替えの両案を検討すること。また、代替校舎（工事中の仮移

転先）の必要性及び候補地についても検討すること。 
(ｱ)機能強化に必要な施設・設備の検討（キャンパス立地案ごと、複数案） 
(ｲ)施設整備の概略図面（キャンパス内の施設配置図）の作成（(ｱ)の各案につき） 
(ｳ)施設・設備の整備費用の概算（(ｱ)の各案につき） 
(ｴ)施設・設備の整備に活用可能な交付金・補助制度等の調査 
(ｵ)他大学の同種事案の調査検討 
③－３ 公立大学法人化に関する調査検討 
以下の項目について調査検討を行う。 
なお、調査検討にあたっては、公立大学法人化した他大学（２校以上）へのヒア

リング調査を実施すること。ヒアリング調査の手法や対象者等具体的な実施内容に

ついては、甲の提案をもとに甲乙協議の上決定する。 
(ｱ)公立大学法人化した場合の人員や組織、財務等の運営体制の検討 
(ｲ)公立大学法人運営に必要な設備やシステム(学生、教務、文書、人事、労務、財務、

その他)等の検討 
(ｳ)公立大学法人化後１０年間の経営分析（法人化に伴う運営費用の変化（増減）や

必要な積立等の収支見通しを含む） 
(ｴ)上記(ｱ)～(ｳ)に関する他大学の取組の好事例の紹介 
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(ｵ)上記(ｱ)～(ｴ)を踏まえた方向性の提案（公立大学法人化の必要性、メリット・デメ

リット等の整理を含む） 
 
④ 機能強化の進め方に関する調査検討 
以下の項目について調査検討を行う。 

(ｱ)上記①～③の調査検討結果を踏まえた実施モデルスケジュールの検討（キャンパ

ス立地案ごと、複数案） 
(ｲ)機能強化の推進に必要な庁内の事務局体制（業務内容、組織・人員等の体制）、

必要な費用（設計業務、申請事務等の外部委託含む）等の検討 
(ｳ)他大学の同種事案の調査検討 
 

イ 調査検討会議の運営 
保医大の機能強化に向けた調査検討は、別に設置する調査検討会議の意見等を踏

まえ実施するものであり、以下の項目に留意しながら、甲乙協力して会議の運営に

あたること。 
(ｱ)乙は、甲とともに調査検討会議の運営を行う。乙は、会議資料の作成及び会議で

の説明（会議構成員への事前説明を含む）、議事概要及び議事録の作成を行う。な

お、検討会議は契約期間中に３～４回行うことを予定している。 
(ｲ)本業務は、原則として本仕様書に基づき実施するものであるが、調査検討会議の

意見等を踏まえ、甲乙の協議により、適宜業務内容を変更することがある。 
 
５ 必要書類の提出 

（１）委託契約締結後 

  乙は、委託契約締結後、本業務に着手する前に甲と十分な打合せを行い、次の書類（全

て任意様式）を甲に提出し、承諾を受けるものとする。 

ア 業務実施計画書 

イ 業務実施工程表 

ウ 業務の実施体制図、統括責任者及び業務担当者の名簿 

（２）業務完了後 
  乙は、業務完了後、調査検討結果をまとめ、次のとおり甲に提出する。 
  ア 提出期限 

令和７年３月２１日（金） 
  イ 提出物及び数  

報告書（４０部）、報告書の電子データ（ＰＤＦファイル及びＭＳワード又はＭＳエ

クセル形式若しくはこれらのいずれかと互換性のある形式）。なお、紙類や記録用メデ

ィアの調達にあたっては、国の定める「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」

に適合したものとすること。 
 

６ 注意事項 

 本業務の実施にあたっては、下記の事項に留意する。 
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（１）本業務の実施にあたり必要な経費の一切は、乙がこれを負担する。なお、調査検討

会議の開催に要する経費のうち、会場使用料（付帯設備含む）及び会議構成員への謝

金・旅費・食糧費については、甲が負担する。 

（２）乙は、本仕様書による調査検討の遂行が困難となった場合には、直ちに書面をもっ

て甲に申し出を行い、甲の指示に従う。 

（３）乙は、本業務の内容及び甲の意図を十分に理解し、手戻りの無いよう留意するとと

もに、必要に応じ甲及び調査検討会議の構成員と協議・打合せを行い、その議事録を

作成し、協議・打合せ参加者の確認を得るものとする。また、連絡事項についても同

様に乙が記録し、同様に確認を得るものとする。 

（４）乙は、２週間に１回以上、甲と協議を行い、その都度速やかに打合せ結果を文書で

取りまとめ、甲に提出するものとする。 
（５）乙は、甲の求めがあった場合、受託事業の進捗状況を速やかに書面で報告するもの

とする。 
（６）乙及び業務従事者は、本業務で知り得た個人情報や、県の事務に関する機密事項等

を、第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本業務が終了した後も

同様とする。 

（７）乙は、本業務の実施にあたって入手した甲の著作物を、甲の承認なしに、本業務   

以外の目的に使用してはならない。 

（８）乙は、甲があらかじめ書面で承認した場合を除き、本業務を第三者に再委託しては

ならない。 

（９）本業務において甲が必要と認め、指示した事項については、乙は、その指示に従う

こととする。 

（10）本業務履行のための乙の人件費、旅費、通信費、印刷製本費及び契約費用等の一切

の経費は、本業務の委託料に含まれるものとする。 

（11）乙は、本業務終了後においても、その内容や成果物について甲から照会があった場

合には、これに協力するものとする。 

（12）本業務で得た成果品等についての著作権は、すべて甲に帰属するものとする。 

（13）本仕様書に定めのない事項は、甲乙協議の上決定する。 

 


